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１ 学校給食について

学校給食は、昭和２９年に制定された学校給食法により、「学校給食が児童及び生徒
の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解
と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものである（以下、省略）」（学校給食法
１条）と規定され、その意義が示されている。

さらに同法２条では、学校給食の目標として、次の７つの目標を掲げ、その実現に努
めるよう求めている。

（１）適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
（２）日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことが

できる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
（３）学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
（４）食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生

命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
（５）食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解

を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
（６）我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
（７）食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。

２ 学習指導要領での学校給食の位置づけ

学習指導要領の総則では、小学校・中学校ともに「生涯を通じて健康・安全で活力あ
る生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない」と示されており、児
童生徒が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく資質や能力を身に付け、生涯を通
じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎を培うことがますます重要となってき
ている。

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれ
た豊かな食事を提供することにより、健康の増進、体位の向上を図ることはもちろんの
こと、食を通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とした、知育、徳育及び体育の基
礎となるべき食育を推進する役割を担っている。

給食の時間では、準備から後片付けを通して、計画的・継続的に指導を行うことによ
り、子どもに望ましい食習慣や食に関する実践力、豊かな人間関係を構築する力を身に
付けさせることが可能であるとともに、地場産物を活用したり、地域の郷土食や行事食
を提供することを通じ、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深め、食に関する感謝
の念をはぐくむことができるなど「心の教育」を含め高い教育効果が期待されている。
このように、学校給食は各学校において、いわゆる「生きた教材」として活用が図ら
れてきたところであるが、今後とも、食育を推進する上で、学校教育活動全体を通じて、
学校給食の有する教育的機能を最大限に発揮することができるような取組が求められて
いる。
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３ 学校給食の運営組織
学校給食法における学校給食の目標や学習指導要領の内容を実現するためには、学校
や共同調理場の実情に即した運営組織を確立し、児童生徒の実態をふまえ、具体的な計
画のもと、効率的に学校給食を運営していくことが大切である。
また、学校給食を円滑に運営していくためには、学校、調理場内の協力体制に加え、
家庭や地域社会との連携のもとに推進していく必要がある。
学校給食法等の法令や通達には、設置者（自治体）、教育委員会、学校のそれぞれの

役割が明示されており、学校給食の運営には、その運営に係る各機関、各職員がそれぞ
れの任務を果たすことが求められる。（詳細は「学校給食運営管理の手引き（改訂版）」
平成２３年３月 群馬県教育委員会「第１章学校給食の組織と運営」を参照のこと。）

【自治体】
・「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるよ
うに努めなくてはならない。」（学校給食法４条）

【教育委員会】
・「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるもの
を管理し、及び執行する。（中略）１１学校給食に関すること。」（地方教育行政の組織
及び運営に関する法律２１条）

【学校】
・「学校給食の運営は、教育委員会の指導助言により当該学校の校長が、計画し、管理
し、職員を指揮監督して行うこと。」
・「学校の職員はそれぞれの職務に応じ、学校給食に関する事項を分担すること。」
・「教師は学校給食に関する研修につとめ、学校給食計画の改善向上を図ること。」
（昭和３１年６月５日文部省管理局長通達）

・単独校調理場の運営組織の一例
○指導
・食に関する指導の全体計画や年

・給食主任 間指導計画等作成
教 校 ・学級担任 ・研修
育 長 教 ・栄養教諭 ・調査研究
委 職 ・学校栄養職員 ・資料作成（
員 教 員 ・調理従事員
会 頭 ・（保健主事、養護教 児童生徒会活動

諭） 学校行事）

学校給食運営委員会 ○管理
・学校給食実施計画作成

学校保健委員会 ・栄養管理（・献立作成・調理
・調査報告書の作成）

保護者 ・衛生管理
・物資管理

学校医・学校薬剤師等 ・施設設備の維持改善
・事務管理（・関係諸帳簿の整理
・会計管理）
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・共同調理場の運営組織の一例

共 事務職員
教 教 同
育 調 栄養教諭等
委 育 理
員 場 調理従事員
会 長 の

長 運転手・他

学校給食運営委員会

・物資選定委員会
・献立作成委員会（※） ○指導
・食育推進委員会 ・食に関する指導の全体計画や

年間指導計画等作成
給食主任 ・調査研究

校 学級担任 ・資料作成
長 教 （栄養教諭・

職 学校栄養職員・ 児童生徒会活動（
教 員 保健主事・ 学校行事
頭 養護教諭）

○管理）
・学校給食実施計画作成

食育推進委員会 ・栄養管理（・献立作成・調理
校内学校給食運営委員会 ・調査報告書の作成）

・衛生管理
・物資管理
・施設設備の維持改善
・事務管理（・関係諸帳簿の整備
・会計管理）

また、学校給食運営管理をするための組織として次頁の委員会があげられる。
学校給食運営委員会の設置要綱は５頁を参照のこと。
（※）給食指導委員会など、名称は様々である。
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